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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ゲーム用電子回路基板を収容した基板ケースを、遊技機の取付板に固定される固定金具に
設けられた施錠装置付きの固定具を介してその解錠時にのみ取外し可能に遊技機に取付け
る遊技機の基板ケース施錠構造において、
　前記施錠装置の施錠部を覆うカバー部材とこのカバー部材の開封を封印する封印部材と
が一体に成形された施錠部防護具を備え、
　前記封印部材は、可撓性のある合成樹脂から成り、前記カバー部材を前記固定具に連結
させる第１封印部を有するベース部と、このベース部から延出した先端部が前記第１封印
部に代えて前記固定具に連結される複数の第２封印部とが一体に成形され、前記第１封印
部および前記第２封印部は、前記固定具の被連結箇所に設けられた連結穴に弾性変形して
挿入され、かつ、連結穴から引抜き不能に弾性復帰する封印ヘッドを有し、前記第１封印
部は、前記封印ヘッドを前記ベース部に引き千切り可能に連結する引き千切り部と前記封
印ヘッドとが一体に成形され、前記第２封印部は、前記封印ヘッドを前記先端部に引き千
切り可能に連結する引き千切り部と前記封印ヘッドとが一体に成形され、
　前記固定金具は、前記固定具を有する一端が、遊技機の取付板に着脱自在に固定され、
他端が、遊技機の取付板に固定されたヒンジ受け台に対して回動可能に構成されているこ
とを特徴とする遊技機の基板ケース施錠構造。
【請求項２】
前記カバー部材は、前記固定具の天部を覆う係止部と、この係止部に設けられて前記固定
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具の天部側に突出する突部とが一体に成形され、前記固定具は、天部に切り欠きが形成さ
れ、前記カバー部材が前記固定具に連結される際に前記突部が前記切り欠きに嵌合するこ
とを特徴とする請求項１に記載の遊技機の基板ケース施錠構造。
【請求項３】
複数の前記第２封印部は、前記ベース部および前記先端部間の延出部分が折り曲げられて
、前記第１封印部が引き千切られて形成された開口部に現れる前記連結穴に前記封印ヘッ
ドが挿入されることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の遊技機の基板ケース施
錠構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲーム用電子回路基板を収容して遊技機に取付けられる基板ケースの施錠構
造に関し、詳しくは、ゲーム用電子回路基板の改ざんに対する保安性を向上させた遊技機
の基板ケース施錠構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パチンコ、ピンボールゲーム、スマートボール、スロットマシン等の遊技機の殆
どは、マイクロコンピュータを用いたゲ－ム用電子回路によって遊技動作が制御されてい
る。このゲーム用電子回路は、総括的な演算処理を行う中央処理装置（ＣＰＵ）、データ
の読取りおよび書込みが可能な記憶素子（ＲＡＭ）、データの読取りのみ可能な記憶素子
（ＲＯＭ）等を備えており、これらのＲＡＭ，ＲＯＭに記憶されたデータを使用してＣＰ
Ｕにより遊技動作を制御している。
【０００３】
　前記ＲＯＭには、遊技機の機種に応じて、例えば役物の大当たり、小当たりの発生確率
を決定するためのデータ等が記憶されている。そして、このＲＯＭは、ゲーム用電子回路
基板に着脱自在に装着され、これを交換することで、遊技動作の特性を変更できるように
なっている。
【０００４】
　このような事情から、前述の遊技機においては、ゲーム用電子回路基板のＲＯＭを第三
者が不正に交換する虞がある。そこで、ＲＯＭを簡単に不正交換できないようにするため
、ゲーム用電子回路基板は、通常、基板ケースに収容した状態で遊技機の内部に取り付け
られている。しかしながら、単にゲーム用電子回路基板を基板ケースに収容しただけでは
、ＲＯＭの不正交換は防止できない。そこで、基板ケースが不正に開けられないようにす
るため、基板ケースの上蓋に施錠装置付きのホルダ金具を被せた状態で基板ケースを遊技
機に取り付ける構造が特許文献１に提案されている。
【特許文献１】特開平１１－４９４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、ＲＯＭを不正交換しようとする第三者にとって、ホルダ金具の施錠装置を不
正に解錠することは決して不可能なことではない。従って、現在のところ、ゲーム用電子
回路基板のＲＯＭの不正交換に対する防御手段には不十分な点があり、その改善策が要望
されている。
【０００６】
　本発明は、前記改善策を種々検討した結果、ＲＯＭの不正交換などのゲーム用電子回路
基板の改ざんに対しては、その事実を早期に発見して事後対策を講じることがより実用的
であるとの見解に基づき完成されたものである。すなわち、本発明は、ゲーム用電子回路
基板が改ざんされた蓋然性の高いことを確実に判別することができる遊技機の基板ケース
施錠構造を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　前記の課題を解決するため、本発明に係る遊技機の基板ケース施錠構造は、ゲーム用電
子回路基板を収容した基板ケースを、遊技機の取付板に固定される固定金具に設けられた
施錠装置付きの固定具を介してその解錠時にのみ取外し可能に遊技機に取付ける遊技機の
基板ケース施錠構造において、施錠装置の施錠部を覆うカバー部材とこのカバー部材の開
封を封印する封印部材とが一体に成形された施錠部防護具を備え、封印部材は、可撓性の
ある合成樹脂から成り、カバー部材を固定具に連結させる第１封印部を有するベース部と
、このベース部から延出した先端部が前記第１封印部に代えて固定具に連結される複数の
第２封印部とが一体に成形され、第１封印部および第２封印部は、固定具の被連結箇所に
設けられた連結穴に弾性変形して挿入され、かつ、連結穴から引抜き不能に弾性復帰する
封印ヘッドを有し、第１封印部は、封印ヘッドをベース部に引き千切り可能に連結する引
き千切り部と封印ヘッドとが一体に成形され、第２封印部は、封印ヘッドを先端部に引き
千切り可能に連結する引き千切り部と封印ヘッドとが一体に成形され、固定金具は、固定
具を有する一端が、遊技機の取付板に着脱自在に固定され、他端が、遊技機の取付板に固
定されたヒンジ受け台に対して回動可能に構成されていることを特徴とする。また、本発
明に係る遊技機の基板ケース施錠構造は、カバー部材が、固定具の天部を覆う係止部と、
この係止部に設けられて固定具の天部側に突出する突部とが一体に成形され、固定具が、
天部に切り欠きが形成され、カバー部材が固定具に連結される際に突部が切り欠きに嵌合
することを特徴とする。また、本発明に係る複数の第２封印部は、ベース部および先端部
間の延出部分が折り曲げられて、第１封印部が引き千切られて形成された開口部に現れる
連結穴に封印ヘッドが挿入されることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の遊技機の基板ケース施錠構造においては、カバー部材の開封を封印部材が規制
するため、カバー部材が覆う施錠装置の施錠部を露出させる際には、封印部材を切断する
必要が生じる。従って、封印部材が切断された痕跡により、施錠装置が開錠され、基板ケ
ースが遊技機から取り外された可能性の高いことが判明する。
【０００９】
　また、封印部材に、カバー部材を固定具に連結させる第１封印部を有するベース部と、
このベース部から延出した先端部が第１封印部に代えて固定具に連結される複数の第２封
印部とが一体に成形されているので、基板ケースに収容されたゲーム用電子回路基板の確
認検査が複数回に亘って行われる場合の取扱い性が向上する。
【００１０】
　また、封印部材が、可撓性のある合成樹脂から成り、固定具の被連結箇所に設けられた
連結穴に弾性変形して挿入され、かつ、連結穴から引抜き不能に弾性復帰する封印ヘッド
と、この封印ヘッドをベース部または先端部に引き千切り可能に連結する引き千切り部と
が一体に成形されているので、封印部材による封印作業および開封作業が容易に行える。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の遊技機の基板ケース施錠構造においては、施錠装置の施錠部を覆うカバー部材
の開封を封印部材が規制するため、施錠装置の施錠部を露出させる際には、封印部材を切
断する必要が生じる。従って、封印部材が切断された痕跡により、施錠装置が開錠され、
基板ケースが遊技機から取り外された可能性の高いことが判明する。このため、ゲーム用
電子回路基板が改ざんされた蓋然性の高いことを確実に判別することができる。
【００１２】
　また、本発明の遊技機の基板ケース施錠構造において、施錠部防護具の封印部材に、カ
バー部材を固定具に連結させる第１封印部を有するベース部と、このベース部から延出し
た先端部が第１封印部に代えて固定具に連結される複数の第２封印部とが一体に成形され
ているので、基板ケースに収容されたゲーム用電子回路基板の確認検査が複数回に亘って
行われる場合の取扱い性を向上させることができる。
【００１３】
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　また、封印部材が、可撓性のある合成樹脂から成り、この封印部材に、固定具の被連結
箇所に設けられた連結穴に弾性変形して挿入され、かつ、連結穴から引抜き不能に弾性復
帰する封印ヘッドと、この封印ヘッドをベース部または先端部に引き千切り可能に連結す
る引き千切り部とが一体に成形されているので、封印部材による封印作業および開封作業
が容易に行える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明に係る遊技機の基板ケース施錠構造の一実施形態を説明す
る。
【００１５】
　図１および図２に示すように、本実施形態に係る遊技機用基板ケース２０は、パチンコ
機の取付板Ｐに固定金具２１を介して着脱自在に固定される構造を備えている。
【００１６】
　前記遊技機用基板ケース２０は、図示の方向に横長の概略長方形を呈し、ゲーム用電子
回路基板（図示省略）を収容したケース本体２２と上蓋２３とを備えている。遊技機用基
板ケース２０に収納されたゲーム用電子回路基板は、総括的な演算処理を行うＣＰＵ、デ
ータの読取りおよび書込みが可能なＲＡＭ、データの読取りのみ可能なＲＯＭ等を備えて
おり、これらのＲＡＭ，ＲＯＭに記憶されたデータを使用してＣＰＵによりパチンコ機の
遊技動作を制御する。前記ＲＯＭには、パチンコ機の機種に応じたデータ、例えば大当た
りの発生確率を決定するためのデータ等が記憶されている。そして、このＲＯＭは、ゲー
ム用電子回路基板に着脱自在に装着され、これを交換することで、パチンコ機の遊技動作
の特性を変更できるようになっている。
【００１７】
　ケース本体２２および上蓋２３は、適宜の樹脂、例えばポリカーボネート樹脂によりそ
れぞれ成形されている。上蓋２３の左側上面には上下方向に延びる切欠き段部２３Ａが形
成されている。また、上蓋２３の右側上面には、封印部材２４の取付け座２３Ｂが形成さ
れている。そして、この取付け座２３Ｂには、封印部材２４のベース部２４Ａが固定され
ている。一方、上蓋２３の上面には、検査履歴シ－ル２５が貼付されている。
【００１８】
　封印部材２４は、可撓性のある合成樹脂、好ましくは結晶性の熱可塑性樹脂から成り、
例えば、ポリプロピレンにより一体に成形されている。この封印部材２４には、帯状に延
びるベース部７Ａの上下の端部から横方向に延びる２条の第１封印部２４Ｂ，２４Ｃと、
これらの間に配置されてベ－ス部７Ａから横方向に延びる４条の第２封印部２４Ｄ，２４
Ｅ，２４Ｆ，２４Ｇとが一体に成形されている。各第１封印部２４Ｂ，２４Ｃは、上蓋２
３とケース本体２２とを緩みなく連結できる所定の長さに設定され、また、各第２封印部
２４Ｄ，２４Ｅ，２４Ｆ，２４Ｇは、上蓋２３と固定金具２１とを緩みなく連結できる所
定の長さに設定されている。
【００１９】
　また、第１封印部２４Ｂ，２４Ｃおよび第２封印部２４Ｄ，２４Ｅ，２４Ｆ，２４Ｇの
各先端部には、封印ヘッド２４Ｈが一体に突設されている。第１封印部２４Ｂ，２４Ｃの
各先端部の封印ヘッド２４Ｈはケース本体２２の連結穴２２Ａに抜け止めして挿入され、
第２封印部２４Ｄ，２４Ｅ，２４Ｆ，２４Ｇの各先端部の封印ヘッド２４Ｈは固定金具２
１の受け部２１Ａに形成された連結穴２１Ｂに抜け止めして挿入される。
【００２０】
　前記の各封印ヘッド２４Ｈは、図４に拡大して示すような矢じり状を呈しており、その
先端部には、相互に内側に弾性変形可能な一対の係止片２４Ｉ，２４Ｉが形成されている
。また、その基端部には半円状のストッパ２４Ｊが形成されている。そして、このストッ
パ２４Ｊは、先端に形成された半円状の開口部２４Ｋに一対の引き千切り部２４Ｌ，２４
Ｌを介して引き千切り可能に連結されている。
【００２１】
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　固定金具２１は、図１に示すように、遊技機用基板ケース２０のケース本体２２に面接
触するベース板２１Ｃを備えている。このベース板２１Ｃには、遊技機用基板ケース２０
の左側部を包持して切欠き段部２３Ａに係合する包持片２１Ｄと、遊技機用基板ケース２
０の右側部を包持して取付け座２３Ｂに係合するＬ字状断面の前記受け部２１Ａと、遊技
機用基板ケース２０の左側上面を挟持するボックス状のラッチ受け２１Ｅと、遊技機用基
板ケース２０の左側下面を支持する支持片２１Ｆとが一体に折曲げ加工されている。
【００２２】
　前記固定金具２１の支持片２１Ｆには、基板ケース２０の上蓋２３をケース本体２２に
固定させる固定具であるホルダ金具２６が、上方に起立回動可能に枢着されている。この
ホルダ金具２６には、遊技機用基板ケース２０の上蓋２３の切欠き段部２３Ａに当接する
帯状のホルダ部２６Ａと、前記ラッチ受け２１Ｅの外側に嵌合するボックス状のカバー部
２６Ｂとが一体折曲げ加工されている。そして、このカバー部２６Ｂには、前記ラッチ受
け２１Ｅに係合して施錠されるシリンダ錠２７が付設されている。また、シリンダ錠２７
の下方のカバー部２６Ｂには、後述するキーガード３１の封印ヘッド３１Ｈが抜け止めし
て挿入される連結穴２６Ｃが図２に示すように開口している。
【００２３】
　一方、前記ベース板２１Ｃの上下の縁部には、一対の補強片２１Ｇ（片側図示省略）が
背面側へ折曲げ加工され、この補強片２１Ｇの右側端部には、上下一対のヒンジ部２１Ｈ
，２１Ｈが突設されている。そして、このヒンジ部２１Ｈ，２１Ｈは、前記パチンコ機の
取付板Ｐに固定されたヒンジ受け台２８にヒンジ結合されている。
【００２４】
　従って、本実施形態の遊技機用基板ケース２０においては、図３に示すように、固定金
具２１がヒンジ受け台２８に対して前後方向に回動可能に構成されているため、パチンコ
機などにおいて遊技機用基板ケース２０を着脱する際の作業性に優れている。また、固定
金具２１をロックするとパチンコ機の取付板Ｐの背後に存在する遊技パネルの裏面が見え
なくなるが、このように固定金具２１が回動可能に構成されていると、適時、遊技パネル
の裏面を見ることが出来る。
【００２５】
　図５は、図２に示す基板ケース施錠構造を左方から見た一部破断斜視図であり、ホルダ
金具２６が基板ケース２０の左端を挟持している構造を示している。なお、図５において
図２と同一または相当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。本実施形態で
は、図６に示すように、ホルダ金具２６のシリンダ錠２７の部分がキーガード３１によっ
て覆われている。なお、図６において図５と同一または相当する部分には同一符号を付し
てその説明は省略する。キーガード３１は、図６に示すように、シリンダ錠２７の鍵穴部
を覆うカバー部材３１Ａと、このカバー部材３１Ａの開封を封印する封印部材３１Ｂとが
一体に成形された施錠部防護具を構成している。この一体成形は、可撓性のある合成樹脂
、好ましくは結晶性の熱可塑性樹脂を用いて行われる。このような結晶性の熱可塑性樹脂
としては、例えば、ポリプロピレン等が挙げられる。
【００２６】
　図７（ａ）はキーガード３１の平面図、同図（ｂ）はキーガード３１の正面図、同図（
ｃ），（ｄ）はキーガード３１の側面図である。
【００２７】
　封印部材３１Ｂには、カバー部材３１Ａをホルダ金具２６に連結させる第１封印部３１
Ｄを有するベース部３１Ｃと、このベース部３１Ｃから延出した先端部が前記第１封印部
３１Ｄに代えてホルダ金具２６に連結される３条の第２封印部３１Ｅ，３１Ｆ，３１Ｇと
が一体に成形されている。第１封印部３１Ｄおよび第２封印部３１Ｅ，３１Ｆ，３１Ｇに
は、ホルダ金具２６の被連結箇所に設けられた連結穴２６Ｃ（図５参照）に弾性変形して
挿入され、かつ、連結穴２６Ｃから引抜き不能に弾性復帰する引き千切り可能な封印ヘッ
ド３１Ｈが一体に成形されている。
【００２８】
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　この封印ヘッド３１Ｈの構造は、上述した封印部材２４の封印ヘッド２４Ｈの図４に示
される構造と同様な構造をしている。すなわち、各封印ヘッド３１Ｈは、矢じり状を呈し
ており、その先端部には、相互に内側に弾性変形可能な一対の係止片３１Ｉ，３１Ｉが形
成されている。また、その基端部には半円状のストッパ３１Ｊが形成されている。そして
、このストッパ３１Ｊは、先端に形成された半円状の開口部３１Ｋに一対の引き千切り部
３１Ｌ，３１Ｌを介して引き千切り可能に連結されている。
【００２９】
　また、カバー部材３１Ａの上方には係止部３１Ｍが一体に成形されている。この係止部
３１Ｍの突部３１Ｎは、ホルダ金具２６のボックス状カバー部２６Ｂの天部に形成された
切り欠き２６Ｄ（図５参照）に嵌合させられる。この嵌合により、カバー部材３１Ａの上
端部がホルダ金具２６から浮き上がるのが防止される。
【００３０】
　また、カバー部材３１Ａの表面には、基板ケース２０に割り当てられた管理番号３１Ｐ
が例えば「TC1234567」と記されており、また、第２封印部３１Ｅ，３１Ｆ，３１Ｇの根
元部には、来歴番号“１”，“２”，“３”が記されている。管理番号３１Ｐの記載はレ
ーザーマーキングなどによって行われる。
【００３１】
　また、上蓋２３に貼付された前記の検査履歴シ－ル２５は破れ易い脆弱紙から成る。こ
の検査履歴シ－ル２５には、封印部材３１Ｂの第１封印部３１Ｄおよび第２封印部３１Ｅ
，３１Ｆ，３１Ｇの使用状況をそれぞれ表示する項目として、封印目的、封印年月日、封
印担当者を記載する項目が設けられている。
【００３２】
　このような本実施形態に係る遊技機の基板ケース施錠構造においては、まず、図１に示
すように、ゲーム用電子回路基板が収容された遊技機用基板ケース２０に対して、封印部
材２４の第１封印部２４Ｂを使用して上蓋２３とケース本体２２との間を封印する。すな
わち、第１封印部２４Ｂの先端に突設された封印ヘッド２４Ｈをケース本体２２の連結穴
２２Ａに挿入する。連結穴２２Ａに挿入された封印ヘッド２４Ｈは、一対の係止片２４Ｉ
，２４Ｉが弾性復帰して連結穴２２Ａの周辺に係合することにより、連結穴２２Ａから引
抜き不能となる。
【００３３】
　この一連の作業、すなわち、ケース本体２２と上蓋２３から成る遊技機用基板ケース２
０内にゲーム用電子回路基板を収容し、上蓋２３とケース本体２２との間を第１封印部２
４Ｂで封印する作業は、ゲーム用電子回路基板を取り扱う所定の組合が行う。
【００３４】
　組合において上蓋２３とケース本体２２との間が第１封印部２４Ｂにより封印された遊
技機用基板ケース２０は、パチンコ機のメーカに輸送される。その輸送過程においては、
ケース本体２２から上蓋２３が開けられると、ゲーム用電子回路基板上のＲＯＭの不正交
換が可能となる。しかしながら、第１封印部２４Ｂは、図１に示すように緩みのない状態
で上蓋２３とケース本体２２とを連結している。このため、第１封印部２４Ｂを切断また
は破断しない限り、ケース本体２２から上蓋２３を開けることはできない。従って、ゲー
ム用電子回路基板のＲＯＭの不正交換などを目論む第三者は、第１封印部２４Ｂを切断ま
たは破断せざるを得ない。
【００３５】
　また、第１封印部２４Ｂを含めて封印部材２４は再接着が困難な結晶性の熱可塑性樹脂
、具体的にはポリプロピレンにより構成されている。この樹脂からなる封印部材２４は基
板ケース２０や固定金具２１にも接着し難い。このため、第１封印部２４Ｂを一旦切断ま
たは破断すると再接着が困難であるためにその痕跡が残り、ゲーム用電子回路基板のＲＯ
Ｍの不正交換などの不正行為は発覚する。
【００３６】
　パチンコ機のメーカに輸送された遊技機用基板ケース２０は、図１に示すように、その
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右側部が固定金具２１の受け部２１Ａの内側に挿入され、左側下面が支持片２１Ｆ上に支
持されることでベース板２１Ｃ上にセットされる。そして、ホルダ金具２６を上方に起立
回動させ、そのカバー部２６Ｂをラッチ受け２１Ｅに被せ、シリンダ錠２７を施錠するこ
とにより、ホルダ部２６Ａが上蓋２３の切欠き段部２３Ａに接合して、遊技機用基板ケー
ス２０が固定金具２１に取付けられる。
【００３７】
　固定金具２１に取り付けられた遊技機用基板ケース２０は、図２に示すように、封印部
材２４の第２封印部２４Ｄの封印ヘッド２４Ｈが受け部２１Ａ側の連結穴２１Ｂに対し、
引抜き不能な状態で挿入される。こうして固定金具２１を介してパチンコ機の取付板Ｐに
固定された遊技機用基板ケース２０に対し、封印部材２４の第２封印部２４Ｄを使用して
上蓋２３の右端とパチンコ機Ｐ側の固定金具２１との間を封印する。
【００３８】
　さらに、図６に示すように、キーガード３１の第１封印部３１Ｄの封印ヘッド３４Ｈが
ホルダ金具２６の連結穴２６Ｃに対し、引抜き不能な状態で挿入される。こうして遊技機
用基板ケース２０の左端において、キーガード３１の第１封印部３１Ｄを使用してシリン
ダ錠２７を覆うキーガード３１のカバー部材３１Ａとボックス状カバー部２６Ｂの表面と
の間を封印する。この場合、メーカにおいて第１封印部３１Ｄを使用した封印作業の担当
者は、検査履歴シ－ル２５にその封印作業の目的、作業年月日、作業担当者名を記入する
。
【００３９】
　メーカにおいて上蓋２３と固定金具２１の受け部２１Ａとの間、およびキーガード３１
のカバー部材３１Ａとボックス状カバー部２６Ｂの表面との間が、それぞれ第２封印部２
４Ｄおよび第１封印部３１Ｄにより封印された遊技機用基板ケース２０は、パチンコ機に
内蔵された状態でホールに輸送される。
【００４０】
　その輸送過程において、遊技機用基板ケース２０は、シリンダ錠２７付きホルダ金具２
６のホルダ部２６Ａが上蓋２３の切欠き段部２３Ａに正面側が係止されているため、シリ
ンダ錠２７を解錠しない限り取り外すことができない。しかも、このシリンダ錠２７は、
キーガード３１の第１封印部３１Ｄを切断または破断しない限り、その鍵穴を露出させる
ことは出来ない。この際、引き千切った封印ヘッド３１Ｈは被締結部に残るため、破壊状
況は外見上分かり易い。従って、ゲーム用電子回路基板のＲＯＭの不正交換などを目論む
第三者は、第１封印部３１Ｄを切断または破断せざるを得ず、そうした場合には、基板ケ
ース２０自体の不正交換などの不正行為が発覚する。
【００４１】
　また、第１封印部３１Ｄを含めてキーガード３１の封印部材３１Ｂも再接着が困難な結
晶性の熱可塑性樹脂、具体的にはポリプロピレンにより構成されている。この樹脂からな
る封印部材３１はホルダ金具２６にも接着し難い。このため、第１封印部３１Ｄを一旦切
断または破断すると再接着が困難であるためにその痕跡が残り、ゲーム用電子回路基板の
ＲＯＭの不正交換などの不正行為は発覚する。
【００４２】
　また、第２封印部２４Ｄは、図１に示すように緩みの少ない状態で上蓋２３と固定金具
２１の受け部２１Ａとの間を連結しているため、シリンダ錠２７が不正に解錠されたとし
ても、第２封印部２４Ｄを切断または破断しない限り、ケース本体２２から上蓋２３を開
けることは不可能となる。従って、ゲーム用電子回路基板のＲＯＭの不正交換などを目論
む第三者は、この第２封印部２４Ｄをも切断または破断せざるを得ず、そうした場合には
２重の封印を破らなければならず、基板ケース１自体の不正交換などの不正行為はより困
難になる。
【００４３】
　パチンコ機が設置されたホールにおいては、パチンコ機内の遊技機用基板ケース２０に
収容されたゲーム用電子回路基板を対象とし、ＲＯＭの不正交換などの有無を確認する警
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察官の立入検査が数回行われる。この立入検査に際しては、まず、図６に示す状態のキー
ガード３１の第１封印部３１Ｄを引き千切り部３１Ｌから封印ヘッド３１Ｈを残して引き
千切り、ボックス状カバー部２６Ｂの表面からキーガード３１を取り外す。この封印の解
除はベース部３１Ｃを単に引っ張ることによって容易に行える。そして、シリンダ錠２７
をキー操作により解錠してホルダ金具２６を下方に引下げ、そのホルダ部２６Ａによる上
蓋２３の切欠き段部２３Ａの係合を解除する。
【００４４】
　つぎに、上蓋２３と固定金具２１の受け部２１Ａとを連結している第２封印部２４Ｄを
引き千切り部２４Ｌから封印ヘッド２４Ｈを残して引き千切る（図４参照）。そして、上
蓋２３とケース本体２２とを連結している第１封印部２４Ｂを引き千切り部２４Ｌから封
印ヘッド２４Ｈを残して引き千切る。
【００４５】
　以上の一連の作業により、上蓋２３はケース本体２２から取り外し可能となる。そこで
、ケース本体２２から上蓋２３およびゲーム用電子回路基板を順次取り外し、ゲーム用電
子回路基板についてＲＯＭの不正交換などの有無を検査する。そして、この立入検査の結
果、ＲＯＭの不正交換などの異常があれば、遊技機用基板ケース２０ごとゲーム用電子回
路基板を回収する。
【００４６】
　一方、立入検査の結果、ＲＯＭの不正交換などの異常がなければ、ケース本体２２にゲ
ーム用電子回路基板を取り付けて上蓋２３を被せ、ホルダ金具２６を起立回動させてシリ
ンダ錠２７を施錠する。そして、第２封印部２４Ｅを使用して上蓋２３と固定金具２１の
受け部２１Ａとの間を前述と同様の手順で封印する。
【００４７】
　さらに、キーガード３１の第２封印部３１Ｅを使用して、キーガード３１のカバー部材
３１Ａとボックス状カバー部２６Ｂの表面との間を封印する。第２封印部３１Ｅを用いた
この封印作業は、連結穴２６Ｃに残った第１封印部３１Ｄの封印ヘッド３１Ｈをカッタ等
で除去した後、図７（ｄ）に示すように、第２封印部３１Ｅを折り返して曲げ、その封印
ヘッド３１Ｈを第１封印部３１Ｄに開いた穴を介して連結穴２６Ｃに引抜き不能な状態で
挿入して行われる。この場合、立入検査において第２封印部３１Ｅを使用した封印作業の
担当者は、検査履歴シ－ル２５にその封印作業の目的、作業年月日、作業担当者名を記入
する。
【００４８】
　キーガード３１の第２封印部３１Ｆ，３１Ｇ、および封印部材２４の第２封印部２４Ｆ
，２４Ｇは、以後２回の立入検査に対応したものであり、立入検査の結果、ＲＯＭの不正
交換などの異常がない場合、前述と同様の手順で、キーガード３１のカバー部材３１Ａと
ボックス状カバー部２６Ｂの表面との間、および上蓋２３と固定金具２１の受け部２１Ａ
との間を封印するために使用する。第２封印部３１Ｅ，３１Ｆ，３１Ｇの根元部に記され
た来歴番号“１”，“２”，“３”により、シリンダ錠２７の鍵を開けた回数は一目で分
かる。
【００４９】
　また、キーガード３１の第１封印部３１Ｄや第２封印部３１Ｅ～３１Ｇ、封印部材２４
の第１封印部２４Ｂや第２封印部２４Ｄ～２４Ｆを引き千切り部３１Ｌ，２４Ｌから封印
ヘッド３１Ｈ，２４Ｈを残して引き千切り、検査履歴シ－ル２５の記入事項を改ざんすれ
ば、不正行為を偽装することができる。しかし、検査履歴シ－ル２５は破れ易い脆弱紙か
ら成るため、その記入事項の改ざんは困難であり、結局のところゲーム用電子回路基板の
ＲＯＭの不正交換などの不正行為は発覚する。
【００５０】
　また、基板ケース２０に割り当てられた管理番号３１Ｐがキーガード３１に記されてい
ると、その基板ケース２０を用いるパチンコ機の製造番号とこの管理番号３１Ｐとを、台
帳等に記載して予め関連づけておくことが出来る。レーザマーキング等によって記される
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この管理番号３１Ｐは予め第三者が知ることは出来ず、キーガード３１は模倣製造出来た
としても管理番号３１Ｐまで模倣することは困難である。そして、この関連づけが損なわ
れた場合には、キーガード３１の不正なすり替えが判明し、不正行為は発覚する。
【００５１】
　また立入検査の結果や故障等により、ゲーム用電子回路基板を収容した遊技機用基板ケ
ース２０を回収してメーカに輸送する場合には、固定金具２１から遊技機用基板ケース２
０を取り外す。その後、封印部材２４の残りの第１封印部２４Ｃを使用して上蓋２３とケ
ース本体２２との間をそれぞれ封印する。そして、封印作業の担当者は、検査履歴シ－ル
２５に封印作業の目的、作業年月日、作業担当者名を記入する。
【００５２】
　その輸送過程においては、組合からパチンコ機のメーカに遊技機用基板ケース２０が輸
送される場合と同様、ケース本体２２から上蓋２３が開けられると、ゲーム用電子回路基
板上のＲＯＭの不正交換が可能となる。しかしながら、ゲーム用電子回路基板のＲＯＭの
不正交換などを目論む第三者は、第１封印部２４Ｃを切断または破断せざるを得ないため
、その痕跡から不正が発覚する。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の一実施形態に係る遊技機の基板ケース施錠構造における基板ケースの取
付け前の構造を示す斜視図である。
【図２】本実施形態に係る遊技機用基板ケースの取付け後の施錠構造および封印構造を示
す斜視図である。
【図３】本実施形態に係る遊技機の基板ケース施錠構造における固定金具の機能を示す平
面図である。
【図４】本実施形態に係る遊技機の基板ケース施錠構造における封印部材の部分拡大斜視
図である。
【図５】図２に示す基板ケース施錠構造を左方から見た一部破断斜視図である。
【図６】図５に示す基板ケース施錠構造におけるホルダ金具にキーガードが取り付けられ
た状態を示す一部破断斜視図である。
【図７】本実施形態に係る遊技機の基板ケース施錠構造に用いられるキーガードの構造を
示す図である。
【符号の説明】
【００５４】
　２０…遊技機用基板ケース
　２１…固定金具
　２２…ケース本体
　２３…上蓋
　２４…封印部材
　２５…検査履歴シ－ル
　２６…ホルダ金具
　２６Ｃ…連結穴
　２７…シリンダ錠
　３１…キーガード（施錠部防護具）
　３１Ａ…カバー部材
　３１Ｂ…封印部材
　３１Ｃ…ベース部
　３１Ｄ…第１封印部
　３１Ｅ～３１Ｇ…第２封印部
　３１Ｈ…封印ヘッド
　３１Ｉ…係止片
　３１Ｊ…ストッパ
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　３１Ｋ…開口部
　３１Ｌ…引き千切り部
　３１Ｐ…管理番号

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】
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